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1. 件名 

令和 6 年度被ばく線量評価プログラムの構築作業 

 

2. 目的及び概要 

本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）

が、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の事故（以下「1F 事故」

という。）により放出された放射性物質による被ばく線量を評価する上で重要なパラメ

ータ等の知見を整理するとともに、整理したパラメータ等を用いて公衆及び作業者の

被ばく線量評価のプログラム構築を受注者に請負わせるための仕様について定めたも

のである。 

受注者は本作業の目的を十分に理解した上で、受注者の責任と負担において作業計

画立案し、作業を実施するものとする。 

 

3. 作業実施場所 

（1）受注者側施設 

（2）廃炉環境国際共同研究センター環境モニタリンググループ 居室 

 

4. 納期 

令和 7 年 2 月 28 日（金） 

 

5. 作業内容 

5.1. 作業範囲及び項目 

（1）区域被ばく線量評価プログラムの構築 

（2）避難ルート被ばく線量評価プログラムへの経路の追加登録 

（3）被ばく線量評価プログラムの改修 

（4）動作確認試験 

（5）打合せの実施 

 

5.2. 作業内容及び方法等 

原子力機構が開発を進めている被ばく線量評価プログラムの構成を表 1 に示す。 
 

表 1 被ばく線量評価プログラム構成 

共通 メニュー画面 

評価目的別 区域被ばく線量評価画面 

避難ルート被ばく線量評価画面 

個人被ばく線量評価メニュー画面 
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 行動設定画面 

個人被ばく線量評価画面 

マスタ 被ばく線量評価条件一覧画面 

被ばく線量評価条件設定画面 

 

（1） 区域被ばく線量評価プログラムの構築 

特定の条件を想定した公衆の被ばく線量評価結果を地図上に表示できるプログ

ラムを構築すること。また、構築したプログラムを使用するためのダッシュボード

（内部解析用（日本語版）と外部公開用（日本語版と英語版））を構築すること。

以下の機能を実装すること。 

 被ばく線量の評価条件（被ばく線量評価日等）を選択できるようにすること。 

 被ばく線量評価条件一覧／設定画面で登録された計算式を選択できるように

すること。 

 被ばく線量評価結果を地図上に表示できるようにすると共に、凡例を任意で

設定できること。 

 被ばく線量評価結果を自治体、地区レベルごとに一覧で表示・出力できるこ

と。 

構築するプログラムの詳細については事前に原子力機構の確認を得ること。 

 

（2） 避難ルート被ばく線量評価プログラムへの経路の追加登録 

「福島県原子力災害に備える情報サイト－避難ルートマップ」として公開され

ている避難経路に対し、類似の移動経路を作成し、データベースに登録すること。

既に登録された経路を除き、計 100 経路（市町村数：13）以上を追加登録すること。 

上記で登録した移動経路に対し、災害時における通行止め情報を反映して再検

索できるようにすること。 

 

（3） 被ばく線量評価プログラムの改修 

被ばく線量評価プログラムにおいて不具合や利便性の向上の必要性が生じた際に

は、必要な改修を行うこと。また、原子力機構が貸与する被ばく線量評価プログラム

は、データベースおよび地図描画に有償ライセンスの製品を用いているが、オープン

ソースソフトウェア（OSS）でシステムが動作するように、テーブルの設計、ダッシ

ュボードからのデータ取得・登録処理、地図描画の修正を行うこと。データベース管

理システムには PostgreSQL を用いること。改修に際しては事前に原子力機構と協議

の上で指示を得ること。 

 

（4） 動作確認試験 
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受注者は 5.2（1）～（2）を含む被ばく線量評価プログラムを原子力機構が所有す

るサーバにインストールし、正常にプログラムが動作することを確認すること。サー

バには各プログラムを実行するために必要な作業環境を併せて構築すること。なお、

環境構築のために追加インストールするソフトウエアや使用するプログラム言語等

の詳細については、事前に原子力機構の確認を得ること。 

 

（5） 打合せの実施 

打合せは、契約締結後、作業開始前に 1 回、作業中に 2 回以上、事業完了時に 1

回の打合せを実施することとし、作業計画、作業内容、作業進捗状況等を原子力機

構に報告すること。打合せは、原則として「8. 提出書類」に記載する提出場所で実

施する。打合せの内容・日時等については、原子力機構と協議の上、その決定に従

うこと。なお、打合せの内容については、適宜議事録を作成し、原子力機構の確認

を得た上で、提出図書として提出すること。 

 

6. 業務に必要な資格等 

（1）意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な

管理手順や品質保証体制を証明する書類（例：品質保証体制の責任者や各担当者が

アクセス可能な範囲等を示した管理体制図）を提出すること。 

（2）情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。 

（3）本プログラム構築作業には、公衆及び作業員の被ばく線量評価に関する十分な知

識・経験を有する者を従事させること。 

 

7. 支給物品及び貸与品 

（1）支給品 

なし。 

（2）貸与品 

- 被ばく線量評価プログラム ソフトウェア、設計書   1 式 

 

8. 提出書類 

① 総括責任者届（契約締結後速やかに）      1 部 

② 作業実施計画書（契約締結後速やかに）      1 部 

③ 作業工程表（契約締結後速やかに）    1 部 

④ 契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、従事者の所属・専門性（情報

セキュリティに係る資格・研修等）・実績及び国籍についての情報を記した書類（契

約後速やかに） ※なお、提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出する

こと。            1 部 
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⑤ 業務報告書（作業終了後速やかに）          1 式 

⑥ 作業週報（その都度）                            1 式 

⑦ 打合せ議事録（打合わせ後速やかに）    1 式 

⑧ 上記電子ファイル（作業終了後速やかに）    1 式 

⑨ 委任又は下請負届（必要に応じて）原子力機構指定様式  1 部 

  ⑩ 原子力機構の指示によるもの（その都度）               1 式 

 

（提出場所） 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 

廃炉環境国際共同研究センター 環境影響研究ディビジョン 

環境モニタリンググループ 

福島県南相馬市原町区萱浜巣掛場 45-169 

（福島県環境創造センター環境放射線センター） 

 

9. 検収条件 

「8．提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認

めた時を以て、作業完了とする。 

 

10. 特記事項 

（1）受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び

高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守

し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 

（2）受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、

技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して

発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供する

ことはできない。ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合は

この限りではない。 

（3）受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。

また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその

原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認

を受けること。 

 

11. 総括責任者 

受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者（以

下｢総括責任者｣という｡）及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。 
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（1）受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令 

（2）本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整 

（3）受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項 

 

12. 検査員及び監督員 

検査員：一般検査 管財担当課長 

監督員：廃炉環境国際共同研究センター 環境影響研究ディビジョン 

環境モニタリンググループ員 

 

13. 知的財産権等 

知的財産権等の取扱いについては、別紙―1「知的財産権特約条項」に定められたと

おりとする。 

 

14. グリーン購入法の推進 

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律）に適用する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、これを採

用するものとする。 

(2) 本仕様に定める提出書類（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に

定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

以 上 



別紙-1
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